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「民間委託等の推進に関する基本指針」について（通知）

青森県行政改革大綱（平成１３年１１月改定）に基づく行政改革の取組として、

「民間の活力を活用しつつ、県民サービスの向上や行政運営の一層の効率化を図るた

め、業務の民間委託等を積極的に進める」こととしているところですが、この取組を

全庁的に推進するため、平成１４年度青森県行政改革実施計画に基づき「民間委託等

の推進に関する基本指針」を策定しましたので、通知します。

つきましては、「民間委託等の推進に関する基本指針」に基づき、民間委託等に積

極的に取り組んでくださるようお願いします。

また、「民間委託等の推進に関する基本指針」の施行等については、下記事項に留

意してください。

なお、「民間委託等の推進に関する基本指針」については、全庁ＬＡＮ（全庁掲示

板－01お知らせ－行政改革－民間委託等の推進に関する基本指針）に掲示しています。



記

１ 民間委託等の推進に関する基本指針の施行について

民間委託等の推進に関する基本指針の施行は、平成１４年１２月１日からである

こと。ただし、平成１５年度の民間委託等の取組に関する実施計画については、

「平成１５年度青森県行政改革実施計画」における取組として取り扱うものである

こと。

２ 民間委託等の推進に関する基本指針の施行に伴う細目等について

民間委託等の取組に関する実施計画の標準的な様式、民間委託の予定等の公表に

係る標準的な様式その他の民間委託等の推進に関する基本指針の施行に伴う細目等

については、後日、別途定めるものであること。
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